
JP 6628473 B2 2020.1.8

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子と、
　前記発光素子を覆う第一封止部材と、
　前記第一封止部材を覆う第二封止部材と、
　を備え、
　前記第一封止部材及び前記第二封止部材はそれぞれシリコーン樹脂を主成分として含み
、前記第一封止部材の第一屈折率は、１．４６以上１．５０以下であり、前記第二封止部
材の第二屈折率は、１．５１以上１．５４以下であり、
　前記シリコーン樹脂はメチル基とフェニル基を含み、
　前記第一封止部材に含まれるシリコーン樹脂におけるメチル基に対するフェニル基の割
合は、前記第二封止部材に含まれるシリコーン樹脂におけるメチル基に対するフェニル基
の割合より小さいことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　第二封止部材は、凸レンズ形状を有することを特徴とする請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記発光素子と前記第一封止部材との間に波長変換部材を含むことを特徴とする請求項
１または２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記波長変換部材は、前記発光素子を覆う複数の蛍光体粒子からなり、前記蛍光体粒子
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間に前記第一封止部材が含浸されてなる請求項３に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記第一封止部材の厚さは、１μｍ～１５０μｍである請求項１～４のうちのいずれか
１つに記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、照明用光源として半導体発光素子を搭載した発光装置が利用されており、次世代
照明の光源として注目を集めている。この照明用光源に用いられる発光装置は、所望の発
光色を得るために、例えば、半導体発光素子と、その半導体発光素子を覆う波長変換部と
、波長変換部を覆う透光性部材とを含んで構成される。ここで、波長変換層は、例えば、
蛍光体を含む透光性を有する樹脂からなり、透光性部材は、例えば、レンズ形状に成形さ
れた透光性を有する樹脂からなる。
【０００３】
　この照明用光源に用いられる発光装置には、さらなる光取り出し効率の向上及び信頼性
の向上が求められている。
　例えば、特許文献１には、半導体発光素子と、半導体発光素子を覆う内部光透過層と、
内部光透過層を覆う外部光透過層とを、備える発光装置が開示されている。内部光透過層
の屈折率を、外部光透過層の屈折率より高くして光取り出し効率を向上させることが開示
されている。半導体発光素子を構成する半導体層の屈折率が高いことを考慮して、内部光
透過層の屈折率を、半導体層の屈折率と外部光透過層の屈折率の中間的な値に設定したも
のである。内部光透過層の材料には、金属アルコキシドにゾル・ゲル法を施して形成され
たポリメタロキサンゲル、超微粒子状金属酸化物にゾル・ゲル法を施して形成されたポリ
メタロキサンゲル、低融点ガラスを使用している。
【０００４】
　また、特許文献２では、ＬＥＤ素子と、蛍光物質を含み、ＬＥＤ素子を覆う光波長変換
部と、光波長変換部を覆う透光性部材と、を備えるＬＥＤ光源が開示されている。光波長
変換部は、略円柱形状若しくは略円錐台形状を有し、略円柱形状若しくは略円錐台形状の
側面は凹状曲面部分を形成している。凹状曲面部分を持つ光波長変換部の屈折率は、レン
ズ形状に成形された透光性部材の屈折率よりも小さいことが開示されている。すなわち、
光波長変換部の形状が略円柱形状若しくは略円錐台形状であってかつその側面が特定の凹
状曲面であるときには、光波長変換部の屈折率が透光性部材の屈折率より小さい場合に光
取り出し効率が高くなることが示されている。一方、光波長変換部の屈折率が透光性部材
の屈折率より大きい場合であっても、光波長変換部の形状を最適化することにより、光取
り出し効果が向上すると記載されている。透光性部材の材質は、エポキシ樹脂を使用して
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－２４２３６号公報
【特許文献２】特開２００５－１２３５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、初期性能において光取り出し効率を高くしても、長期間の使用により透
光性部材が変色して出力が低下することがある。
【０００７】
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　そこで、光取り出し効率が高く、樹脂の変色による出力低下が抑制された発光装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本実施形態にかかる発光装置は、発光素子と、前記発光素子を覆う第一封止部材と、前
記第一封止部材を覆う第二封止部材と、を備え、前記第一封止部材及び前記第二封止部材
はそれぞれシリコーン樹脂を主成分として含み、前記第一封止部材の第一屈折率は、前記
第二封止部材の第二屈折率より小さい。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の実施形態に係る発光装置は、光取り出し効率が高く、樹脂の変色による出力低
下および色ずれが抑制された発光装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施形態にかかる発光装置の模式平面図である。
【図２】実施形態にかかる発光装置の模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら実施形態に係る発光装置について説明する。図１は、実施形
態にかかる発光装置の模式平面図である。図２は、実施形態にかかる発光装置の模式断面
図である。図２は、図１のＩＩ－ＩＩ線の断面図である。
　本実施形態の発光装置は、導電性部材５が配置された支持体６と、支持体６上に載置さ
れた発光素子１と、発光素子１を覆う波長変換部材２と、波長変換部材２と支持体６の一
部とを覆う第一封止部材３と、第一封止部材３を覆う第二封止部材４とを備える。波長変
換部材２は層状に設けてもよい。第二封止部材４は、例えば、凸レンズ形状を成している
。発光素子１と導電性部材５とは、接合部材７を用いて電気的に接合している。支持体６
の上面には導電性部材５が配置されており、支持体６の下面には正極の電極端子９、負極
の電極端子１０が配置されており、導電性部材５と、正極の電極端子９、負極の電極端子
１０とは、貫通孔等を介して電気的に接続している。発光素子１の外周の波長変換部材２
上には、発光素子１からの光や外部からの光を効率的に反射する反射部材８が設けられて
いる。
【００１２】
　ここで、発光素子１は、例えば、成長基板上に、半導体層を含む半導体積層構造を有し
、成長基板側を主光取出し面としており、支持体６上にフリップチップ実装にて搭載され
ている。支持体６の表面には正負の導電性部材が設けられ、発光素子１と導電性部材とは
例えば導電性の接合部材を介して電気的に接続される。また、波長変換部材２は、発光素
子１より放出される光の波長を変換して異なる波長の光を出射する。
【００１３】
　また、第一封止部材３及び第二封止部材４はそれぞれシリコーン樹脂を主成分として含
んでいる。シリコーン樹脂は、エポキシ樹脂よりも耐熱性および耐光性が高い。第一封止
部材３及び第二封止部材４がそれぞれシリコーン樹脂を主成分として含むことにより、長
期間にわたって安定して発光する発光装置を提供できる。
【００１４】
　それぞれシリコーン樹脂を主成分として含む第一封止部材３と第二封止部材４とを用い
て発光装置を構成する場合、第一封止部材３の屈折率と第二封止部材４の屈折率を共に大
きくした方が取り出し効率は高くなるものの、屈折率がある値より大きくなると長期間の
使用により封止部材が変色し易くなり、光の取り出し効率の劣化、色ずれも大きくなる。
【００１５】
　それぞれシリコーン樹脂を主成分として含む第一封止部材３と第二封止部材４とを用い
て発光装置を構成する場合には、第一封止部材３の第一屈折率を、第二封止部材４の第二
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屈折率より小さくなるように設定することにより、比較的高い光の取り出し効率を確保す
ることができる。また、発光装置を長期間使用した場合であっても第一封止部材３及び第
二封止部材４の変色が抑制される。
【００１６】
　そこで、本実施形態の発光装置では、第一封止部材３及び第二封止部材４はそれぞれシ
リコーン樹脂を主成分として含むものとし、かつ第一封止部材３の第一屈折率を、第二封
止部材４の第二屈折率より小さくなるように設定している。これにより、光の取り出し効
率を高くしつつ、長期間使用した場合であっても第一封止部材３及び第二封止部材４の変
色を抑制することができる。
【００１７】
　すなわち、第一封止部材３は、シリコーン樹脂を主成分として含んでいるとはいえ、発
光素子１の直近にあるため発光素子１による光や熱の影響を強く受け、変色しやすい環境
にある。この点を考慮して、第一封止部材３に主成分として含まれるシリコーン樹脂を第
二封止部材４に主成分として含まれるシリコーン樹脂より屈折率が低いものとし、耐光性
及び耐熱性をより高めている。長期間の使用による変色を効果的に抑えるためには、第一
封止部材３に主成分として含まれるシリコーン樹脂の屈折率は１．４２以上１．５０以下
であることが好ましい。屈折率の調整は、例えば、メチルフェニルシリコーン樹脂を用い
る場合には、メチル基に対するフェニル基の割合を調整することにより、所望の屈折率を
実現できる。
　具体的には、メチルフェニルシリコーン樹脂は、メチル基に対するフェニル基の割合を
高くすることにより、屈折率を高くすることができる。しかしながら、フェニル基の割合
を高くし過ぎると変色しやすくなり、光取り出し効率を劣化させる原因となる。
【００１８】
　また、第二封止部材４は、発光素子１からの光の影響が第一封止部材３よりも小さく、
また発光装置の光取り出し効率を高くするためには、第二封止部材４の屈折率を高くする
ことが好ましい。そこで、第二封止部材４に主成分として含まれるシリコーン樹脂の屈折
率を、第一封止部材３に主成分として含まれるシリコーン樹脂をより高くして、光取り出
し効率を高くしている。第二封止部材４に主成分として含まれるシリコーン樹脂の屈折率
は、１．５１以上１．５４以下であることが好ましく、これにより、光取り出し効率を高
くしつつ、かつ長期間の使用による第二封止部材４自身の変色を抑えることができる。
【００１９】
　また、第二封止部材４に主成分として含まれるシリコーン樹脂の屈折率を、第一封止部
材３に主成分として含まれるシリコーン樹脂の屈折率より高くすることにより、第一封止
部材３と第二封止部材４の界面における全反射を防ぐことができ、光の損失を減らすこと
ができる。
【００２０】
　ここで、本明細書における屈折率は（株）アタゴ製アッベ屈折計にて２５℃条件下、液
状状態、ナトリウムD線（５８９ｎｍ）の屈折率をいう。
また、第一封止部材３の膜厚は波長変換部材２および反射部材８の剥がれを防止する為に
両者を被覆する様に形成する厚さであることが好ましい。第一封止部材３の厚さは、好ま
しくは１μｍ～１５０μｍである。より好ましくは１０μｍ～１００μｍである。特に好
ましくは３０μｍ～８０μｍである。
【００２１】
　・評価１
　本実施形態の発光装置の効果を実証するために、図１及び図２に示す構成の発光装置を
作製して、光取り出し効率（相対光束）と長期信頼性（通電による色ずれ確認）を評価し
た。
　ここでは、屈折率の異なるシリコーン樹脂を用いた６種類の発光装置を作製して評価し
た。この評価１では、各発光装置において、第一封止部材３及び第二封止部材４を屈折率
が同じシリコーン樹脂により形成した。
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　発光素子１は発光ピーク波長４５０ｎｍの発光ダイオードであり、フリップチップ状態
で導電性部材５上に接合部材７（例えばＡｕバンプ）を使用し載置される。
　波長変換部材２はＹＡＧ系の蛍光体粒子（平均粒径８μｍ）を用い、電着法にて発光素
子１を覆うように形成する。波長変換部材２の厚みは約３０μｍである。
　反射部材８は酸化チタン（平均粒径約０．３μｍ）を用い、電着法にて発光素子１上の
波長変換部材２以外の波長変換部材２上を覆う様に形成する。反射部材８の厚みは約２０
μｍである。
　第一封止部材３は、透光性樹脂であり、波長変換部材２および反射部材８の剥がれ防止
の為、第一封止部材を含浸させ、また、両者を被覆する様に形成する。第一封止部材３は
シリコーン樹脂を用いる。
　第二封止部材４は、第一封止部材同様に透光性樹脂であり、圧縮成形により形成し、凸
レンズ形状を有しており、第一封止部材と同一の材料としている。

　また、光取り出し効率は、第一封止部材、第二封止部材の屈折率がともに１．４９６で
ある発光装置の光束を１００とし、これを基準として、他の屈折率条件における出力値を
算出した。長期信頼性試験（通電による色ずれ確認）は、常温で一定時間通電した後の初
期値からの色ずれ量により評価した。その結果を、以下の表１に示す。
【００２２】
【表１】

【００２３】
　表１に示すように、屈折率が高くなるにつれ相対光束が高くなる傾向を示した。しかし
、屈折率上昇させると発光装置の長期信頼性に関わる通電試験色ずれ量が大きくなる傾向
が確認された。具体的には、表１に示すように、屈折率を例えば、１．５５とした場合、
初期的に光取り出し効率が向上するが、長期間の使用により第一、第二封止部材３，４を
構成する樹脂が変色して光取り出し効率は低下して発光出力が低下、及び色ずれが発生す
る。この樹脂の変色による光取り出し効率の低下は、主として、発光素子直近の第一封止
部材３の樹脂の劣化が原因である。また、第一封止部材３と第二封止部材４の屈折率を同
じにし、屈折率が１．４２より低くなると、目標とする光取り出し効率が得られない。
【００２４】
　・評価２
　評価１により屈折率が高くなることで光束が高くなることが確認されたが、評価２では
、第二封止部材４の屈折率を１．５３５とし、第一封止部材３の屈折率を１．４６，１．
４８４，１．４９６，１．５２２とした４種類の発光装置を作製して光取り出し効率（相
対光束）と長期信頼性（通電による色ずれ確認）を評価した。光取り出し効率の評価は、
第二封止部材４の屈折率を１．５３５とし、第一封止部材３の屈折率を１．４６０とした
発光装置の光束を100とし、これを基準として、相対光束により評価した。長期信頼性（
通電による色ずれ確認）については、評価１と同様にした。
　その結果を以下の表２に示す。
【００２５】
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【表２】

【００２６】
　表２に示した結果から、第二封止部材４の屈折率を１．５３５に固定した場合、第一封
止部材３の屈折率を、１．４６０まで低くしても相対光束を低下させることなく、長期信
頼性に関わる通電試験色ずれを抑えることできることが確認された。また、長期信頼性に
関わる通電試験色ずれを抑えるために、第一封止部材３の屈折率は１．５０以下であるこ
とが好ましいことがわかる。
【符号の説明】
【００２７】
　　１　発光素子
　　２　波長変換部材
　　３　第一封止部材
　　４　第二封止部材
　　５　導電性部材
　　６　支持体
　　７　接合部材
　　８　反射部材
　　９　正極の電極端子
　１０　負極の電極端子
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【図２】
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